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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内の遮断器室に収容された引出形の遮断器と、前記遮断器の背面側から導出した上
部端子及び下部端子に対向して前記遮断器室の後壁に貫設された上段ブッシング及び下段
ブッシングとを有し、前記両ブッシングのうちの一方が母線に接続され、他方が外線ケー
ブルに接続されるスイッチギヤにおいて、
前記上段ブッシングの中心導体を接地する接地装置と前記下段ブッシングの中心導体を接
地する接地装置が、前記遮断器室内の前記遮断器の後方に配置され、前記接地装置を開閉
操作する操作機構が、前記筐体内の前面側に配置され、
前記接地装置は、前記上段ブッシングと前記下段ブッシングとの間に配置された回動軸と
、一端側が前記回動軸に固定され他端側が駆動リンクを介して前記操作機構に連結された
伸縮自在のブレードとを有し、
前記ブレードは、通常の運転状態では最短に短縮されており、前記操作機構の接地操作に
より、伸長しながら前記回動軸を中心に回動して先端が前記ブッシングの中心導体に接続
されて接地されるように構成したことを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項２】
　請求項１記載のスイッチギヤにおいて、
前記接地装置は、前記上段ブッシングと前記下段ブッシングとの中間に配置された１台の
接地装置で構成され、１個の前記操作機構の操作により、前記ブレードが前記上段ブッシ
ング又は前記下段ブッシングのいずれかの前記中心導体に選択的に接続できるように構成
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したことを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項３】
　請求項１記載のスイッチギヤにおいて、
前記接地装置は、前記上段ブッシングに対応する上段接地装置と、前記下段ブッシングに
対応する下段接地装置とで構成され、前記操作機構は、前記各接地装置に対応して個別に
設けられていることを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項４】
　筐体内の遮断器室に収容された引出形の遮断器と、前記遮断器の背面側から導出した上
部端子及び下部端子に対向して前記遮断器室の後壁に貫設された上段ブッシング及び下段
ブッシングとを有し、前記両ブッシングのうちの一方が母線に接続され、他方が外線ケー
ブルに接続されるスイッチギヤにおいて、
前記上段ブッシングの中心導体を接地する接地装置と前記下段ブッシングの中心導体を接
地する接地装置が、前記遮断器室内の前記遮断器の後方に配置され、前記接地装置を開閉
操作する操作機構が、前記筐体内の前面側に配置され、
前記接地装置は、上段回動軸に設けられて回動し前記上段ブッシングの各相に接離可能な
ブレードを有する上段接地装置と、下段回動軸に設けられて回動し前記下段ブッシングの
各相に接離可能なブレードを有する下段接地装置とが、前記両ブッシングの間に配置され
て構成され、
前記各接地装置に対応して設けられた前記操作機構により、駆動リンクを介して前記各回
動軸を回動させることで、前記各ブレードが回動し対応する前記ブッシングの前記中心導
体に接続されて接地されるように構成したことを特徴とするスイッチギヤ。
【請求項５】
　筐体内の遮断器室に収容された引出形の遮断器と、前記遮断器の背面側から導出した上
部端子及び下部端子に対向して前記遮断器室の後壁に貫設された上段ブッシング及び下段
ブッシングとを有し、前記両ブッシングのうちの一方が母線に接続され、他方が外線ケー
ブルに接続されるスイッチギヤにおいて、
前記上段ブッシングの中心導体を接地する接地装置と前記下段ブッシングの中心導体を接
地する接地装置が、前記遮断器室内の前記遮断器の後方に配置され、前記接地装置を開閉
操作する操作機構が、前記筐体内の前面側に配置され、
前記接地装置は、前記上段ブッシングを挟みその上下に並行に配置された上段回動軸と上
段接地バーとがアームにより連結されてなる上段接地装置と、
前記下段ブッシングを挟みその上下に並行に配置された下段回動軸と下段接地バーとがア
ームにより連結されてなる下段接地装置と、で構成され、
前記各接地装置に対応して設けられた前記操作機構により、駆動リンクを介して前記各回
動軸を回動させることで、前記アームと共に前記接地バーが回動し、前記接地バーに設け
られた接触子が、対応する前記ブッシングの各相の前記中心導体に接続されて接地される
ように構成したことを特徴とするスイッチギヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、引出形の遮断器を収容したスイッチギヤに関し、特に、その接地装置の構
成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の接地装置を備え得たスイッチギヤとして、例えば、図１２のような構成が知られ
ている。図１２は、スイッチギヤの内部を示す側面図である。図において、筐体５１の内
部は仕切板により仕切られており、機器収納室５２には引出形の遮断器５３が収容されて
いる。遮断器５３の背面側から導出した上下の端子に対応して、遮断器５３の後方の仕切
板には上下にブッシング５４が設けられており、遮断器５３の上部端子は上方のブッシン
グ５４を介して電源側の母線５５に接続され、下部端子は下方のブッシング５４を介して
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負荷側の外線ケーブル５６に接続されている。スイッチギヤの保守・点検時に確実に接地
することを目的として、負荷ケーブル５６に接続された負荷側導体５７を接地する接地装
置５８を備えている。接地装置５８は操作機構部と駆動リンク５９で連結されており遮断
器５３を筐体５１から引出した状態で、操作レバー６０を操作して接地を行なえる構造と
なっている。
　上記構造のスイッチギヤは、母線５５が充電中においても、引出形の遮断器５３を筐体
５１の前面側に引出して断路し、接地装置５８を接地することにより、ケーブル室を点検
作業することができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭６２－１９５３０４号公報（第５－７頁、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　外線ケーブル及び負荷設備を保守・点検するためには当該部を確実に接地することによ
り感電を防止する必要がある。特許文献１のような従来の構造では、ケーブル室側に接地
装置があり、遮断器を筐体外へ引出し、断路した状態で筐体の前面から接地装置の状態が
目視で確認できないという問題点があった。これを解決する手段の一つとして、筐体前面
から目視可能な、接地装置の切り替えに連動した表示装置を設けることも考えられるが、
それに伴う部品が増え、コストアップになるという問題点があった。
【０００５】
　この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、外線ケーブル及び負
荷設備の保守・点検を実施する場合の感電防止対策を向上させたスイッチギヤを得ること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るスイッチギヤは、筐体内の遮断器室に収容された引出形の遮断器と、遮
断器の背面側から導出した上部端子及び下部端子に対向して遮断器室の後壁に貫設された
上段ブッシング及び下段ブッシングとを有し、両ブッシングのうちの一方が母線に接続さ
れ、他方が外線ケーブルに接続されるスイッチギヤにおいて、上段ブッシングの中心導体
を接地する接地装置と下段ブッシングの中心導体を接地する接地装置が、遮断器室内の遮
断器の後方に配置され、接地装置を開閉操作する操作機構が、筐体内の前面側に配置され
、接地装置は、上段ブッシングと下段ブッシングとの間に配置された回動軸と、一端側が
回動軸に固定され他端側が駆動リンクを介して操作機構に連結された伸縮自在のブレード
とを有し、ブレードは、通常の運転状態では最短に短縮されており、操作機構の接地操作
により、伸長しながら回動軸を中心に回動して先端がブッシングの中心導体に接続されて
接地されるように構成したものである。 
【発明の効果】
【０００７】
　この発明のスイッチギヤによれば、上段ブッシングの中心導体を接地する接地装置と下
段ブッシングの中心導体を接地する接地装置が、遮断器室内の遮断器の後方に配置され、
接地装置を開閉操作する操作機構が筐体内の前面側に配置され、接地装置は、上段ブッシ
ングと下段ブッシングとの間に配置された回動軸と、一端側が回動軸に固定され他端側が
駆動リンクを介して操作機構に連結された伸縮自在のブレードとを有し、ブレードは、通
常の運転状態では最短に短縮されており、操作機構の接地操作により、伸長しながら回動
軸を中心に回動して先端がブッシングの中心導体に接続されて接地されるように構成され
ているので、外線ケーブル及び負荷設備の保守・点検時に必要最小限の部位を選択して接
地することができ、また、スイッチギヤの筐体から遮断器を引出して断路した状態で、筐
体前面から接地部位の目視確認が可能なため、感電防止対策に優れたスイッチギヤを提供
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することができる。
　また、通常運転状態においてはブレードの長さが最短となり、上段ブッシング及び下段
ブッシング等の周辺充電部との絶縁距離の確保が容易となり、スイッチギヤの小形化を図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１によるスイッチギヤの側面図である。
【図２】図１のII－IIから見た平面図である。
【図３】図１のスイッチギヤの接地装置本体部の構成を示す図である。
【図４】図１のスイッチギヤの接地装置部の動作を説明する説明図である。
【図５】図１のスイッチギヤの接地装置の接地経路の説明図である。
【図６】この発明の実施の形態１によるスイッチギヤの他の例を示す側面図である。
【図７】この発明の実施の形態２によるスイッチギヤの側面図である。
【図８】図７のVIII－VIIIから見た平面図である。
【図９】この発明の実施の形態３によるスイッチギヤの側面図である。
【図１０】図９のスイッチギヤの接地装置本体部の構成を示す図である。
【図１１】この発明の実施の形態３によるスイッチギヤの他の例を示す側面図である。
【図１２】従来のスイッチギヤの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１によるスイッチギヤの内部を透視した側面図であり、図２は、図
１の矢印II－IIから見た平面図である。
　図１において、スイッチギヤの筐体１の内部は、仕切板によって、前面側から制御室１
ａ、遮断器室１ｂ、ケーブル室１ｃ、及び上方の母線室１ｄに区画されており、遮断器室
１ｂには前後方向に移動可能な引出形の遮断器２が収容されている。遮断器２の背面側か
ら上部端子３ａと下部端子３ｂが導出されており、これに対向して遮断器室１ｂの後壁に
は、３相の上段ブッシング４ａと下段ブッシング４ｂが設けられている。上部端子３ａと
下部端子３ｂにはそれぞれ接触子を有し、対向する各ブッシング４ａ，４ｂの中心導体４
ｃ，４ｄと嵌合し接離可能になっている。上段ブッシング４ａの中心導体４ｃの母線室側
１ｄに突出する端部は、分岐導体５を介し、筐体１天井側に支持碍子６により固定された
３相の母線７に接続されている。下段ブッシング４ｂの中心導体４ｄのケーブル室１ｃ側
に突出する端部は、接続導体８を介して外線ケーブル９に接続されている。
　また、筐体１の前面側には扉が設けられており、背面側には取外し式のカバー（図示せ
ず）が設けられている。
【００１０】
　なお、図１では、上段ブッシング４ａを母線７に接続し、下段ブッシング４ｂを外線ケ
ーブル９に接続しているが、ケーブル室１ｃと母線室１ｄを上下逆にして、上段ブッシン
グ４ａを外線ケーブル９に接続し、下段ブッシング４ｂを母線７に接続する構成のスイッ
チギヤでも良い（以下の実施の形態でも同様）。
　また、スイッチギヤの構成は、発明の説明に必要な部分のみを示している。
【００１１】
　遮断器室１ｂ内の遮断器２の後方で、上段ブッシング４ａと下段ブッシング４ｂの中間
に、接地装置１０が配置されている。接地装置１０は、例えば、引出形の遮断器２を引き
出して主回路が断路されているとき、主回路に残留する充電電流を接地させて、保守・点
検等の作業の安全を図るためのものである。
　接地装置１０の詳細は後述するが、上段ブッシング４ａと下段ブッシング４ｂの中間に
配置した１本の回動軸１１と、上下段ブッシング４ａ，４ｂの各相に対応し一端側が回動
軸１１に固定された、伸縮可能な３相分のブレード１３と、３相のブレード１３を貫通し
て設けられた貫通軸１５（図２参照）とを有し、筐体１の前面側の制御室１ａに配置され
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た操作機構１７の駆動軸１８と貫通軸１５とが、後述するリンク機構１９で連結されてい
る。
　図２の平面断面図に示すように、操作機構１７とリンク機構１９は筐体１の側面側（図
の場合は前面から見て左側面）に配置されている。
【００１２】
　次に、接地装置１０の詳細について説明する。
　図３は、接地装置１０の本体部の構成を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面
図である。
　接地装置１０は回動軸１１と、３相のブッシング４ａ，４ｂの各相に対応して、回動軸
１１に固定された３個の収納箱１２と、一端側が収納箱１２内に移動可能に収納され、他
端側（先端側）に接触子１４を有するブレード１３と、ブレード１３の接触子１４側の近
傍に設けられて、３個のブレード１３を一体に結合する貫通軸１５とを有している。
　上段及び下段ブッシング４ａ，４ｂの中心導体４ｃ，４ｄには、接続端子１６が設けら
れており、ブレード１３が回動したとき、ブレード１３の接触子１４が接続端子１６と接
触する。このため、接触子１４は、接続端子１６を挟み込むことができるように２枚の接
触子片１４ａとばね１４ｂで構成されており、２枚の接触子片１４ａは一定の隙間を保ち
つつ、ばね１４ｂにより接続端子１６を挟み込む方向に付勢されている。
　ブレード１３及び接触子１４の材質は銅材とし、貫通軸１５，回転軸１１は鉄または黄
銅とする。
【００１３】
　図５により、接地装置１０の接地経路について説明する。回動軸１１の両端は筐体１側
に固定された軸受２０により支持されおり、一方の軸受２０には接地線２１の一端が接続
され、その他端は筐体１内に設けられた接地母線（図示せず）に接続されている。
　図中に破線で示すように、上段または下段のブッシング４ａ，４ｂの中心導体４ｃ，４
ｄに電気的に接続されるブレード１３の接触子１４から、ブレード１３，貫通軸１５，収
納箱１２，回動軸１１，軸受２０，接地線２１を通る接地経路が確保されており、ブレー
ド１３の接触子１４は常に接地電位となっている。
【００１４】
　次に、図４に戻り、リンク機構１９の詳細ついて説明する。
　リンク機構１９は、操作機構１７の駆動軸１８に設けられた駆動レバー２２と、筐体１
に固定された中間軸２３に軸支された中間軸回動レバー２４と、駆動レバー２２と中間軸
回動レバー２４の一端側とを連結する駆動リンク２５とを有している。そして、中間軸回
動レバー２４の他端側は、接地装置１０の貫通軸１５の一端部に回動自在に連結されてい
る。
【００１５】
　次に、図４に参照しながら接地装置１０の動作について説明する。
　先ず、通常運転状態から説明する。図４（ａ）は通常の運転状態を示し、（ｂ）は上段
ブッシング４ａ側を接地した状態を示し、（ｃ）は下段ブッシング４ｂ側を接地した場合
を示している。
　通常運転状態においては、操作機構１７の駆動レバー２２，駆動リンク２５，中間軸回
動レバー２４は、（ａ）に示すように、いずれも水平方向に向いており、この状態で固定
されている。この結果、ブレード１３も水平方向に固定され、ブレード１３は収納箱１２
内に押し込まれた状態で長さが最短となっている。
　この状態では、接地装置１０はスイッチギヤの上段ブッシング４ａ側，下段ブッシング
４ｂ側のいずれとも接続されておらず接地装置１０は開状態である。保守・点検等で、引
出形の遮断器２が引き出された状態で、以下に示すような接地操作に入る。
【００１６】
　上段と下段のブッシング４ａ，４ｂの動作は同様の（対称な）動作なので、上段ブッシ
ング４ａ側を接地する動作を中心に説明する。図４（ｂ）のように、操作機構１７の前面
から操作ハンドル２６を差し込んで矢印のように上方に回動させることにより、駆動レバ
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ー２２は駆動軸１８を中心に図で時計方向に回動する。これにより駆動レバー２２と中間
軸回動レバー２４を連結している駆動リンク２５の一端側が下方向に動き、中間軸回動レ
バー２４は中間軸２３を中心として反時計方向に回動する。
【００１７】
　このとき、駆動リンク２５部の長さが伸びないと動作不可能となるので、中間軸回動レ
バー２４には長穴２４ａを設け、駆動リンク２５側に設けたピン２５ａが長穴２４ａにス
ライドするように結合されている。
　中間軸回転レバー２４の反時計方向の回動により、それと係合する貫通軸１５が上方に
押し上げられ、連動して貫通軸１５に固定された３相のブレード１３が、左斜め上方向へ
引張られると共に、回動軸１１を中心に時計方向に回動して収納箱１２内をスライドしな
がら伸長する。最終的にブレード１３が伸びきった状態で先端の接触子１４が上段ブッシ
ング４ａの中心導体４ｃに設けた接続端子１６に嵌合し、（ｂ）の状態となる。
【００１８】
　下段ブッシング４ｂ側を接地する場合は、基本的には上段ブッシング４ａ側と対称な操
作を行えばよいので詳細な説明は省略するが、操作ハンドル２６を差し込んで図４（ｃ）
の矢印のように下方に回動させることにより、駆動リンク２５の動きに連動して中間軸回
動レバー２４が図で時計方向に回動し、この動きに連動してブレード１３は図で左斜め下
方向へ引張られると共に、回動軸１１を中心に反時計方向に回動して収納箱内をスライド
しながら伸長し、最終的に（ｃ）に示すような状態になる。
　通常運転状態に戻すには上記の各操作の逆操作を行なえばよい。
【００１９】
　以上のような構造を有することにより、外線ケーブル９及び負荷設備の保守・点検時に
遮断器２を筐体１の外へ引出して断路した場合に、スイッチギヤの前面から、上段ブッシ
ング４ａまたは下段ブッシング４ｂの中心導体４ｃ，４ｄが接地装置１０に嵌合されてい
る接地状態が目視で確認できるため、感電防止対策の向上を図ったスイッチギヤを提供す
ることが可能となる。
　また、このスイッチギヤの接地装置１０においては、外線ケーブル９側だけでなく母線
７側の接地も可能となり、且つ、それらを一つの接地装置１０で選択的に行うことができ
る。
　また、伸縮可能なブレード１３を備えたことにより、通常運転状態においてはブレード
１３の長さが最短となり、上段ブッシング４ａ及び下段ブッシング４ｂ等の周辺充電部と
の絶縁距離の確保が容易となり、スイッチギヤの縮小化を図ることができる。
【００２０】
　以上までは、一つの接地装置１０で、上段ブッシング４ａ側と下段ブッシング４ｂ側を
選択して接地する場合について説明したが、次にこの応用例について説明する。
　図６に示すように、上段ブッシング４ａと下段ブッシング４ｂとの間隔に余裕がある場
合は、前述と同様な接地装置を、上段ブッシング４ａ用と下段ブッシング４ｂ用にそれぞ
れ個別に設けて構成しても良い。ブレードの動作は図１～図４で説明したものと同等（但
し、片側動作のみ）なので説明は省略する。
　同一の接地装置２７ａ，２７ｂを上下逆にして配置することで、図６のような構成が可
能となる。上段接地装置２７ａのリンク機構２８ａ及び操作機構２９ａは筐体１の一方の
側面に配置され、下段接地装置２７ｂのリンク機構部２８ｂ及び操作機構２９ｂは筐体１
の他方の側面に配置される。
　このように、上下のブッシング４ａ，４ｂに対応して接地装置を個別に設けることで、
母線７側と外線ケーブル９側を同時に接地することができる。
【００２１】
　以上のように、実施の形態１のスイッチギヤによれば、筐体内の遮断器室に収容された
引出形の遮断器と、遮断器の背面側から導出した上部端子及び下部端子に対向して遮断器
室の後壁に貫設された上段ブッシング及び下段ブッシングとを有し、両ブッシングのうち
の一方が母線に接続され、他方が外線ケーブルに接続されるスイッチギヤにおいて、上段
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ブッシングの中心導体を接地する接地装置と下段ブッシングの中心導体を接地する接地装
置を、遮断器室内の遮断器の後方に配置し、接地装置を開閉操作する操作機構を、筐体内
の前面側に配置したので、外線ケーブル及び負荷設備の保守・点検時に必要最小限の部位
を選択して接地することができ、また、スイッチギヤの筐体から遮断器を引出して断路し
た状態で、筐体前面から接地部位の目視確認が可能なため、感電防止対策に優れたスイッ
チギヤを提供することができる。
【００２２】
　また、接地装置は、上段ブッシングと下段ブッシングとの間に配置された回動軸と、一
端側が回動軸に固定され他端側が駆動リンクを介して操作機構に連結された伸縮自在のブ
レードとを有し、ブレードは、通常の運転状態では最短に短縮されており、操作機構の接
地操作により、伸長しながら回動軸を中心に回動して先端がブッシングの中心導体に接続
されて接地されるように構成したので、上記の効果に加えて、通常運転状態においてはブ
レードの長さが最短となり、上段ブッシング及び下段ブッシング等の周辺充電部との絶縁
距離の確保が容易となり、スイッチギヤの小形化を図ることができる。
【００２３】
　また、接地装置は、上段ブッシングと下段ブッシングとの中間に配置された１台の接地
装置で構成され、１個の操作機構の操作により、ブレードが上段又は下段ブッシングのい
ずれかの中心導体に選択的に接続できるように構成したので、上記の効果に加えて、外線
ケーブル側と母線側の接地を一つの接地装置で行えるため、装置の小形化を図ることがで
きる。
 
【００２４】
　また、接地装置は、上段ブッシングに対応する上段接地装置と、下段ブッシングに対応
する下段接地装置とで構成され、操作機構は、各接地装置に対応して個別に設けたので、
母線側と外線ケーブル側を同時に接地することができる。
【００２５】
実施の形態２．
　図７は、実施の形態２によるスイッチギヤの側面図を示し、図８は図７の矢印VIII－VI
IIから見た平面図である。実施の形態１の図１と同等部分は同一符号を付し、説明は省略
する。以下では、相違点を中心に説明する。相違点は接地装置とリンク機構の構成である
。
【００２６】
　接地装置は、上段ブッシング４ａ用の上段接地装置３０ａと下段ブッシング４ｂ用の下
段接地装置３０ｂが個別に、遮断器室１ｂ内の遮断器２の後方で、上下段ブッシング４ａ
，４ｂの間に設けられている。２つの接地装置３０ａ，３０ｂは基本的に同じものを上下
対称に配置しているので、上段接地装置３０ａで代表して説明する。
　上段接地装置３０ａは、遮断器室１ｂ内の上段ブッシング４ａの下部に配置した回動軸
３１ａと、３相の上端ブッシング４ａに対応させて、回動軸３１ａに固定された３個のブ
レード３２ａとその先端に設けられた接触子３３とで構成されている。接触子３３は、実
施の形態１と同様に接触子片とばねとからなり、ばね圧を有している。
【００２７】
　リンク機構は、回動軸３１ａの一端側に固定された回動レバー３４ａと、制御室１ａに
配置した操作機構３５ａの駆動軸に設けられた駆動レバー３６ａと、両レバー３４ａ，３
６ａを連結する駆動リンク３７ａで構成されている。
　上記の操作機構３５ａとリンク機構は、図８に示すように、筐体１内の一方の側面（図
では、前面から見て左側面）に配置されている。
【００２８】
　下段接地装置３０ｂは、上段側と同じ構成のものを上下反対にして設ければ良い。この
場合、操作機構３５ｂ，回動レバー３４ｂ，駆動リンク３７ｂ，駆動レバー３６ｂは、図
８に示すように、前面から見て右側面に配置されることになる。
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　実施の形態１と同様に、回動軸３１ａ，３１ｂの軸受けには接地線（図示せず）が接続
されており、その接地線は接地母線（図示せず）に接続されている。これにより、接触子
３３－ブレード３２ａ（３２ｂ）－回動軸３１ａ（３１ｂ）から軸受を経由して接地線－
接地母線へと続く接地経路が確保され、接触子３３は常に接地電位となっている。
【００２９】
　次に動作について説明する。
　通常運転状態では、図７に実線で示すように、各ブレード３２ａ，３２ｂは各ブッシン
グ４ａ，４ｂから切り離され、上段接地装置３０ａのブレード３２ａは下方に回動してお
り、下段接地装置３０ｂのブレード３２ｂは上方に回動して停止している。
　保守・点検等で、引出形の遮断器２が引き出されたときの接地動作を上段接地装置３０
ａで説明する。
　操作は操作機構３５ａの前面に専用の操作ハンドル２６を差し込み、操作ハンドル２６
を上方向に回動させる。これにより、駆動レバー３６ａが図で時計方向に回動し、駆動リ
ンク３７ａに連結された回動レバー３４ａも時計方向に回動する。この動作で、回動軸３
１ａとそれに固定されているブレード３２ａも時計方向に回動し、接触子３３が上段ブッ
シング４ａの中心導体に設けた接続端子１６（図８参照）に嵌合し接続状態となり接地操
作が完了する。
【００３０】
　下段接地装置３０ｂの動作は上記と対称の動作であり、操作ハンドル２６を下方に回動
させる動作に連動して、ブレード３２ｂが反時計方向に回動し、接触子３３が下段ブッシ
ング４ｂの中心導体に設けた接続端子１６に嵌合し接続状態となる。
　通常運転状態に戻す場合は、上記一連操作の逆操作を行なえば良い。
【００３１】
　上記のようなスイッチギヤの構成により、外線ケーブル９及び負荷設備の保守・点検時
に遮断器２を筐体１の外へ引出して断路した場合に、スイッチギヤの前面から、上段ブッ
シング４ａまたは下段ブッシング４ｂ側と上段接地装置３０ａまたは下段接地装置３０ｂ
側との接続状態、すなわち接地状態が目視で確認できるため、感電防止対策の向上を図っ
たスイッチギヤの提供が可能となる。
　また、このスイッチギヤの構成によれば、外線ケーブル９側だけでなく、母線７側の接
地が可能であり、母線７側、外線ケーブル９側が各々接地できることにより更に感電防止
効果の向上が期待できる。
　更に、通常運転時では、上段接地装置３０ａのブレード３２ａは真下方向に位置し、下
段接地装置３０ｂのブレード３２ｂは真上方向に位置していているので、通常運転時に充
電部となる遮断器２の上部及び下部端子３ａ，３ｂとの絶縁距離が十分に確保できる。
【００３２】
　以上のように、実施の形態２のスイッチギヤによれば、接地装置は、上段回動軸に設け
られて回動し上段ブッシングの各相に接離可能なブレードを有する上段接地装置と、下段
回動軸に設けられて回動し下段ブッシングの各相に接離可能なブレードを有する下段接地
装置とが、両ブッシングの間に配置され、各接地装置に対応して設けられた操作機構によ
り、駆動リンクを介して各回動軸を回動させることで、各ブレードが回動し対応するブッ
シングの中心導体に接続されて接地されるように構成したので、簡単な構成で、母線側と
外線ケーブル側を、個別に、または同時に接地することができる。また、スイッチギヤの
筐体から遮断器を引出して断路した状態で、筐体前面から接地部位の目視確認が可能なた
め、感電防止対策に優れたスイッチギヤを提供することができる。
【００３３】
実施の形態３．
　図９は、実施の形態３によるスイッチギヤの側面図である。また、図１０は、接地装置
本体部の構成を示す詳細図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
　実施の形態２の図７と同等部分は同一符号を付し、説明は省略する。接地装置の構成は
、実施の形態２と類似しているので、以下では、実施の形態２との相違点を中心に説明す
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る。
　実施の形態２では、接地装置は、遮断器室１ｂ内の後部の上段，下段ブッシング４ａ，
４ｂの間に設けているので、接地装置を２つ配置するための上下のブッシング間隔が必要
であった。そこで、実施の形態３は、上下のブッシング間隔が狭い場合でも配置できる構
成としたものである。２つの接地装置は基本的に同じものを上下対称に配置しているので
、上段接地装置で代表して説明する。
【００３４】
　図９に示すように、上段接地装置３８ａは、上段ブッシング４ａの上部に配置した上段
回動軸３９ａと、上段ブッシング４ａを挟み上段回動軸３９ａの下部に、上段回動軸３９
ａと並行して配置された上段接地バー４０ａと、上段ブッシング４ａの各相に対応して上
段接地バー４０ａに設けられた接触子３３と、３相のブッシング４ａの相間に配置されて
上段回動軸３９ａと上段接地バー４０ａとを連結する上段アーム４１ａとで構成されてい
る。（下段側は符号の添え字をｂとして説明は省略する）
　リンク機構は、実施の形態２と同等（但し、回動角度は異なる）のものであり、上段回
動軸３９ａの一端側に固定された回動レバー３４ａ（図１０参照）と、制御室１ａに配置
した操作機構３５ａの駆動軸に設けられた駆動レバー３６ａと、両レバー３４ａ，３６ａ
を連結する駆動リンク３７ａで構成されている。
【００３５】
　接地動作は実施の形態２の場合と同様である。上段側で説明すれば、操作機構３５ａの
前面に専用の操作ハンドル２６を差し込んで上方に回動させることで、操作機構３５ａの
駆動レバー３６ａが図で時計方向に回動し、駆動リンク３７ａで連結された回動レバー３
４ａも時計方向に回動する。この動作で、上段回動軸３９ａとそれに固定されている上段
アーム４１ａ，上段接地バー４０ａ及び接触子３３も時計方向に回動し、接触子３３が上
段ブッシング４ａの接続端子１６に嵌合し接続状態となる。接地経路は、接触子３３－上
段接地バー４０ａ－上段アーム４１ａ－上段回動軸３９ａから軸受を経由して接地線への
経路となる。
　下段接地装置３６ｂも同様（対称）の動作であり、通常状態に戻すときは上記の逆操作
を行えばよい。
【００３６】
　次に、図９の変形例について説明する、図１１は、図９の変形例のスイッチギヤを示す
側面図である。図９との相違点は、ブッシングに対して回動軸と接地バーの配置が逆にな
っている点である。
　図１１に示すように、各接地装置３８ａ，３８ｂの回動軸３９ａ，３９ｂ側を、上段ブ
ッシング４ａと下段ブッシング４ｂの内側に配置し、各接地バー４０ａ，４０ｂ側をを上
下のブッシング４ａ，４ｂの外側に配置している。すなわち、図９の上段接地装置を図１
１では下段側に配置し、図９の下段接地装置を図１１では上段側に配置したものである。
　動作は、図９の場合と同様なので説明は省略する。
【００３７】
　更に他の変形例として、上段接地装置と下段接地装置を対称に配置せずに、例えば、図
９の上段接地装置と図１１の下段接地装置、または、図９の下段接地装置と図１１の上段
接地装置を組み合わせて、上下で全く同じ構成としても良い。
【００３８】
　以上のように、実施の形態３のスイッチギヤによれば、接地装置は、上段ブッシングを
挟みその上下に並行に配置された上段回動軸と上段接地バーとがアームにより連結されて
なる上段接地装置と、下段ブッシングを挟みその上下に並行に配置された下段回動軸と下
段接地バーとがアームにより連結されてなる下段接地装置と、で構成され、各接地装置に
対応して設けられた操作機構により、駆動リンクを介して各回動軸を回動させることで、
アームと共に接地バーが回動し、接地バーに設けられた接触子が、対応するブッシングの
各相の中心導体に接続されて接地されるように構成したので、上下のブッシングの間隔が
狭い場合でも、上段ブッシング用の接地装置と下段ブッシング用の接地装置を無理なく配
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置できて、装置の小形化を可能にして、実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００３９】
　　１　筐体　　　　　　　　　　　　　　　１ａ　制御室
　　１ｂ　遮断器室　　　　　　　　　　　　１ｃ　ケーブル室
　　１ｄ　母線室　　　　　　　　　　　　　２　遮断器
　　３ａ　上部端子　　　　　　　　　　　　３ｂ　下部端子
　　４ａ　上段ブッシング　　　　　　　　　４ｂ　下段ブッシング
　　４ｃ，４ｄ　中心導体　　　　　　　　　５　分岐導体
　　６　支持碍子　　　　　　　　　　　　　７　母線
　　８　接続導体　　　　　　　　　　　　　９　外線ケーブル
　１０　接地装置　　　　　　　　　　　　１１　回動軸
　１２　収納箱　　　　　　　　　　　　　１３　ブレード
　１４　接触子　　　　　　　　　　　　　１４ａ　接触子片
　１４ｂ　ばね　　　　　　　　　　　　　１５　貫通軸
　１６　接続端子　　　　　　　　　　　　１７　操作機構
　１８　駆動軸　　　　　　　　　　　　　１９　リンク機構
　２０　軸受　　　　　　　　　　　　　　２１　接地線
　２２　駆動レバー　　　　　　　　　　　２３　中間軸
　２４　中間軸回動レバー　　　　　　　　２５　駆動リンク
　２６　操作ハンドル　　　　　　　　　　２７ａ　上段接地装置
　２７ｂ　下段接地装置　　　　　　　　　２８ａ，２８ｂ　リンク機構
　２９ａ，２９ｂ　操作機構　　　　　　　３０ａ　上段接地装置
　３０ｂ　下段接地装置　　　　　　　　　３１ａ，３１ｂ　回動軸
　３２ａ，３２ｂ　ブレード　　　　　　　３３　接触子
　３４ａ，３４ｂ　回動レバー　　　　　　３５ａ，３５ｂ　操作機構
　３６ａ、３６ｂ　駆動レバー　　　　　　３７ａ，３７ｂ　駆動リンク
　３８ａ　上段接地装置　　　　　　　　　３８ｂ　下段接地装置
　３９ａ　上段回動軸　　　　　　　　　　３９ｂ　下段回動軸
　４０ａ　上段接地バー　　　　　　　　　４０ｂ　下段接地バー
　４１ａ　上段アーム　　　　　　　　　　４１ｂ　下段アーム。



(11) JP 5656660 B2 2015.1.21

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(12) JP 5656660 B2 2015.1.21

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(13) JP 5656660 B2 2015.1.21

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０２Ｂ  11/00    　　　Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０２Ｂ  13/04    　　　Ｌ          　　　　　

(72)発明者  長尾　健二
            東京都千代田区九段北一丁目１３番５号　三菱電機エンジニアリング株式会社内

    審査官  関　信之

(56)参考文献  特開昭５５－０６１２１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５０－０７９９３１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許出願公開第２００８／００９４７８２（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００７－３３６６５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－３３６０９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭６２－１９５３０４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００４－４７２５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              英国特許出願公開第１１０７０３３（ＧＢ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｂ　　１３／０７５　　　
              Ｈ０２Ｂ　　　１／１６　　　　
              Ｈ０２Ｂ　　１１／１７３　　　
              Ｈ０２Ｂ　　１１／２８　　　　
              Ｈ０２Ｂ　　１３／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

